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＜申請から確定申告までの流れ（電子申請）＞

企業は個人投資家から投資を受ける前に、基準日（確認申請日）において企業要件を満たすことの事前確認を東京都に申請します。
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払込後確認申請

Ⅲ 企業が東京都へ確認申請 の手続へ

Ⅰ 企業が東京都へ事前確認申請（任意）

増資を行った後ですか。

（増資の変更登記を行っていますか。）

決算日までの期間の確認

決算日まで２か月以上期間がありますか。

（事前確認書の有効期限は、通常、決算日までです。

申請期間を考慮した上での申請に御協力ください。）

以下のいずれかを選択

①今期に増資した上で、

払込後確認申請

Ⅲ 企業が東京都へ確認申請 の手続へ。

②今期増資は行わず、

翌期、新たに事前確認申請を行う。

事前確認制度の利用要否の判断

事前確認制度の利用を希望しますか。

（事前確認を受けるか否かは、任意です。）

申請日時点で各要件を判定します。

企業要件１ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a01

企業要件２、３、４ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a02

税優遇が受けられなくなる場合 https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/zeiyugu.php

該当なし

設立経過年数に応じた要件（企業要件５）を確認し、申請パターンを決めてください。

企業要件５ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a05

2つ以上のパターンに当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。要件の立証の容易なものをお選びください。

申請パターン決定

合致

合致

事前確認制度を利用する場合 増資前の確認申請（ステップ１）

申請パターンに応じた必要書類の準備

必要書類一覧から申請するパターンに対応する書類を準備します。

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/document/document03.php

令和6年10月より、電子申請に変更します。

書類を提出される前に、準備した申請書類を電子データ化（PDF等）してください。

電子申請

必要書類一式の準備が整いましたら、申請・お問い合わせページから申請します。

【担当】 東京都エンジェル税制支援事務局

必要書類一式の準備完了

受付順に担当者が内容を確認させていただき、ご連絡させていただきます。

不備等がある場合には修正が必要となります。

企業要件を満たしている場合、東京都が企業に対して確認書を交付します。

事前確認書の受領

企業の希望により、企業情報を経済産業省と東京都のWebサイトに公表することができます。（手続は個別に御案内いたします。）

東京都から事前確認書の交付
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 2 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業は個人投資家から投資を受けた後に、基準日（通常、払込期日）において企業要件、個人投資家要件を満たすことの確認を東京都に申請します。

利用した

利用していない

基準日において要件をすべて満たしている場合、東京都が企業に対して確認書を交付します。

Ⅲ 企業が東京都へ確認申請

Ⅳ 東京都から確認書の交付

確認書の受領

確認書を受領

企業が個人投資家の確定申告用の書類を作成

書類作成の完了

個人投資家に必要書類を渡す

企業が作成する書類

• 「個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類」

• 「株式異動状況明細書」

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/document/document05.php

東京都から受領した確認書と作成した書類を個人投資家に渡します。

事前確認制度を利用する場合 増資後の確認申請（ステップ２）

基準日（増資日または会社設立日）時点で各要件を判定します。

企業要件１ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a01

個人投資家要件２ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/person.php?id=a07

企業要件２、３、４ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a02

個人投資家要件１ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/person.php?id=a06

税優遇が受けられなくなる場合 https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/zeiyugu.php

該当なし

合致

合致

合致

合致

事前確認制度を利用しましたか。

設立経過年数に応じた要件（企業要件５）を確認し、申請パターンを決めてください。

企業要件５ https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/structure/company.php?id=a05

2つ以上のパターンに当てはまる場合は、いずれか1つを選択してください。要件の立証の容易なものをお選びください。

申請パターンに応じた必要書類の準備

必要書類一覧から申請するパターンに対応する書類を準備します。

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/document/document07.php

令和６年10月より電子申請に変更します。

書類を提出される前に、準備した申請書類を電子データ化（PDF等）してください。

エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多くなっていますのでご注意ください。

申請パターン決定

必要書類一式の準備完了

電子申請

必要書類一式の準備が整いましたら、申請・お問い合わせページの申請先から申請します。

【担当】 東京都エンジェル税制支援事務局

※組合経由の投資の場合は、東京都産業労働局商工部創業支援課エンジェル税制担当までご連絡ください。

問合せ先：https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/contact.php

確認書の交付

担当者とのやりとり後、書類が不備なく全て整った場合に東京都が確認書の交付手続きをいたします。

必要書類の準備

必要書類を準備します。

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/document/document03.php

令和６年10月より、電子申請に変更します。

書類を提出される前に、準備した申請書類を電子データ化（PDF等）して

ください。

エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多く

なっていますのでご注意ください。

必要書類一式の準備完了

電子申請

必要書類一式の準備が整いましたら、申請・お問い合わせページの申請先から

申請します。

【担当】 東京都産業労働局商工部 創業支援課 エンジェル税制担当

受付順に担当者が内容を確認させていただき、ご連絡させていただきます。

不備等がある場合には修正が必要となります。

申請書類の確認終了

申請書類の確認終了
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株式取得時の優遇措置は、企業に投資をした年の確定申告が対象です。（例年、翌年3月15日申告期限）

税優遇の内容（https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/zeiyugu.php）で取得時の優遇措置、売却時の優遇措置の内容を確認できます。
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「イ」に○印 YES

NO
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税優遇の適用を受けられるかは、税務署が判断します。

Ⅴ 税務署へ確定申告

「東京都知事印が押印された確認書」がお手元にありますか。

企業から「個人が一定の株主に該当しないことを確認した書類」と「株式異動状況明細書」は交付されましたか。

確定申告に必要な書類を確認

https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/document/document06.php

必要書類の詳細や税務署所定の様式の書き方については、確定申告をされる税務署にお問合せください。

個人投資家の納税地または居所地にある税務署に確定申告

必要書類を添付して確定申告を行うことで、エンジェル税制の優遇措置を受けることができます。
例年 3月15日が申告期限です。

投資先企業に東京都に対する確認申請の手続を

依頼してください。

確認した

投資先企業に作成を依頼してください。

株式取得後、取得した年の12月末まで株式を保有していますか。

取得時の優遇措置（優遇措置Ａ、優遇措置Ｂ、プレシード・シード特例のいずれか）が受けられます。

売却時の優遇措置のみが受けられます。

確認書に「記」「７ 規則第10条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当すること」という記載はありますか。

確認書に「記」「７ 規則第10条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当すること」という記載はありますか。

優遇措置Ａ、優遇措置Ｂ、プレシード・シード特例の適用となります。

（優遇措置Ａ、優遇措置Ｂ、プレシード・シード特例のいずれかを選択することができます。）

確認書の「記」「１ 中小企業等経営強化法施行規則第８条第５号及び第６号に該当すること」の記載部分で

「イ」に○がついていますか。

優遇措置Ｂのみの適用となります。

プレシード・シード特例の適用となります。

優遇措置Ａ、優遇措置Ｂの適用となります。

（優遇措置ＡとＢのどちらかを選択することができます。）
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